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小中学校で障害に応じた特別な指導（通級指導）を受ける子供が増加 不登校の子供の割合が増加 学用品費等の援助を受けている子供が増加

大部分の教員が仕事量や保護者対応を負担に感じている

（出典）文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」 （出典）文部科学省調べ

Ｈ５ Ｈ２４ Ｈ５ Ｈ２４ Ｈ７ Ｈ２４ Ｈ７ Ｈ２４

小学校 中学校 要保護 準要保護

1.8倍 2.1倍 1.8倍 2.1倍

0.17%
0.31%

1.24%
2.56%

8.7
万人

15.3
万人

67.9
万人

139.9
万人

◎課題は複雑化・困難化している

◎学校や教員の仕事は拡大し、多様化している

（出典) 文部科学省委託「教員勤務実態調査（H18)より作成

８割の親が家庭の教育力の低下を実感

（出典) 文部科学省委託「家庭教育の活性化支援等に関す
る特別調査研究」（H20)

学習指導要領の改訂で授業時数は増加

旧指導要領 新指導要領 旧指導要領 新指導要領

小学校 中学校

5367
時間

5645
時間

＋約300時間

2940
時間

3045
時間

＋約100時間

現在の学校の役割

生徒指導 町内会・地域協力活動

通学路の安全確保

学校開放

土曜日の活動

授 業

グローバル化
知識基盤社会

学校行事 部活動

総合学習

小学校英語
etc.

保護者対応

かつての学校の役割

授 業

生徒指導 学校行事 部活動

学校・教員の役割
（イメージ）

地域住民
の期待

※欧米では、教員の仕事は授業が中心。生徒指導・進路指導の比重が少ない。

我が国の学校現場をとりまく課題は複雑化・多様化している

我が国の教育を取り巻く状況
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学校現場が抱える問題の状況について
日本語指導が必要な外国人児童生徒数

平成14年度 平成24年度

小学校

12,523

人

17,154

人

平成14年度 平成24年度

中学校

5,317

人

7,558

人

１．４倍

通級による指導を受けている児童生徒数 特別支援学級・特別支援学校（注）に在籍

する児童生徒数（国・公・私立計）

（注） 平成５年度の特別支援学校は、盲・聾・養護学校に在籍
する児童生徒数を合計した数字

(注) 平成５年度については、盲・聾・養護学校に在籍する児童
生徒数
を合計した数字。

（注） 要保護とは、生活保護を必要とする状態にある者をいい、
準要保護とは、生活保護を必要とする状態にある者に準ず
る程度に困窮している者をいう。

要保護及び準要保護（注）の児童生徒数

小学校 中学校

平成５年度 平成25年度

２．１倍

小学校・小学部

平成５年度 平成25年度

１．９倍

中学校・中学部

平成７年度 平成２４年度

１．８倍

要保護

平成７年度 平成２４年度

２．１倍

準要保護

特別支援学級
45,650人

特別支援学級
120,906人

8.7

万人

15.3

万人

139.9

万人

特別支援学校

29,201人

特別支援学校

37,619人

特別支援学校

21,290人

特別支援学級

23,600人

特別支援学級

53,975人

特別支援学校

29,554人

１．４倍

平成５年度 平成２４年度

１．８倍

0.17
%

0.31
%

小学校 中学校

平成５年度 平成２４年度

２．１倍

2.56

%1.24

%

不登校児童生徒の割合 学校内での暴力行為の件数

平成１８年度 平成２４年度

２．２倍

小学校

3,494

件

7,542

件

平成１８年度 平成２４年度

中学校

27,540
件

34,528
件

１．３倍

（注） 国・公・私立学校のデータ （注） 国・公・私立学校のデータ （注） 公立学校のデータ

67.9

万人

（出典）文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」 （出典）文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」 （出典）文部科学省「日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等に関する調査」

（出典）文部科学省「通級による指導実施状況調査」 （出典）文部科学省「学校基本調査」 （出典）文部科学省調べ

平成５年度 平成25年度

５．９倍

11,963人

平成５年度 平成25年度

２３．５倍70,924人

6,958人

(注)・通常の学級に在籍しながら週に１～８単位時間程度、障害の状態等に応じた特別の指導を特別な場で行う

教育形態。

・平成18年度から通級による指導の対象にLD及びADHDを加えた。

・小・中学校における通常の学級に在籍する発達障害（LD・ADHD・高機能自閉症等）の可能性のある児童

生徒の割合は、６．５％程度と推計されている。（平成24年文部科学省調査。なお、学級担任を含む複数

の教員により判断された回答に基づくものであり、医師の診断によるものではない。）

296人
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・教員を中心に、多様な専門性を持つスタッフを学校に配置し、学校の教育力・組織力を向上。
・校長のリーダーシップの下、教職員や様々な専門スタッフがチームとして適切に役割分担。
・これにより、教員は授業など子供への指導により専念。

チーム学校の実現

我が国の教員の置かれている現状

① 教職員（法律で基幹的な教職員として規定）については、定数改善により拡充。

② 資格等を有する専門スタッフについては、学校の実情に応じ、補助金等により拡充。

③ サポートスタッフについては、学校の実情に応じ、補助金等により拡充。

・スキルや得意分野に応じた小学校専科指導、高度な専門性を持つ社会人の活用 ➤専科教員、社会人出身教員など

・学校マネジメント機能の強化 ➤教頭・副校長、主幹教諭、指導教諭

・教員の業務分担を見直し、事務機能の強化や、多様化する児童生徒のニーズに応じてきめ細かに対応
➤養護教諭、栄養教諭、事務職員や学校司書、ＩＣＴ専門員など

１．我が国の学校は教員以外の専門スタッフが諸外国と比べて少ない。
➤教職員総数に占める教員の割合 日：82％、米：56％、英：51％）
➤教員が非常に幅広い業務を行っている。
➤授業等の教育活動に集中しづらい。

２．児童生徒の個別のニーズが多様化しており、教員に求められる役割が拡大。

３．教員の１週間当たり勤務時間は日本が最長。
➤日本：53.9時間（参加国平均38.3時間） 出典：『国際教員指導環境調査（ＴＡＬＩＳ）』

・心理と福祉の両面から専門的なサポート ➤スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー

・ニーズが多様化する特別支援教育への対応、医療的ケア ➤看護師など

・多様な経験や専門性を持った地域の人材を実情に応じて活用
➤学習サポーター、部活動の指導者、理科の実験補助スタッフなど

➤教員が授業を中心とする教育活動
に一層専念

➤アクティブ・ラーニングなど授業革新
を促進

（万人）

（万人）

（万人）

69.7万人

2.6万人

15.0万人

アレルギー対策

心のケア

いじめ・不登校対応

事務負担の増加

特別支援教育

教育の質向上

学校マネジメント機能の強化
教員

教員

【非常勤】

【非常勤】

学校の教職員構造の転換 ～チーム学校の実現～
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「チーム学校」の実現による学校の教職員等の役割分担の転換について（イメージ）

資格等を有する専門
スタッフが担うべき
業務

・授業・学習指導
（授業計画・準備、採点、

通知表作成等）

・学級経営
（学級担任等）

・生徒指導
（面談、進路指導等）

・学校行事
（入学式・卒業式・

修学旅行・遠足等）

・子供の心理的サポート
・家庭環境の福祉的ケア

教員

スクールカウンセラー
スクールソーシャルワーカー など

学校司書
ＩＣＴ専門員
事務職員
（共同実施による効率的運営）

・通級指導など特別支援教育

・小学校英語等の専科指導

・いじめ・道徳対応の強化

・課題解決型授業への転換
（授業革新）

新たな教育
課題への対
応のために
必要な業務

学校現場の業務 現在の役割分担 10年後の役割分担

常勤職員が
効率的に行うこと
が効果的な業務

・学校図書館業務
・学校ＩＣＴ化業務
・事務業務

学習サポーター
部活動支援員
理科の実験支援員 など

教員

多様な経験等を有
する地域人材等が
担うべき業務

・指導補助業務
（土曜日の活動支援等） サポートスタッフ

拡充

教員
1.3％減

▲０.９万人(▲191億円）

教
員
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
業
務

上
記
以
外
の
業
務

専門スタッフ
拡充

常勤職員

非常勤職員

定数改善
が必要

改善増+3.2万人(+684億円)
自然減▲4.1万人(▲875億円)

教員が多様な
業務を担っている

授業・学級経
営・生徒指導に
一層専念
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H27～H36）

授業革新等による教育の質の向上 15,500人（580人）

○課題解決型授業(アクティブ・ラーニング)の推進 ：10,500人（300人）
従来のような受け身型の授業から、子供達が主体的・協働的に
学ぶ課題解決型の授業への転換を図る。

○ 小・中学校における授業革新等（アクティブ・ラーニング等）の教育の質の向上を実現するため、これまでの少人数教育や指導力向上への取組を
踏まえ、きめ細かな指導体制の整備を図っていくことが重要。
（参考）「今後の学制等の在り方について」教育再生実行会議第五次提言－抜粋－

「課題解決・双方向型授業等にも対応した質の高い教育を実現するため、教職員配置の充実を図る。」

○ また、学校を取り巻く環境が複雑化・困難化するとともに、様々な教育課題への対応を迫られる中、教員が授業など子供への指導により専念でき
るようにするためにも、教員に加えて多様な専門性を持つスタッフを配置し、一つのチームとして学校の教育力を最大化（チーム学校）。

併せて文部科学省において、校務及び教職員の業務分担を抜本的に見直すとともに、教育委員会など学校関係者にも積極的な対応を促していく。

○ これらを踏まえ、10年後の学校の姿を見据えた新たな教職員定数改善計画（案）（10年間）を策定し、教員の質と数の一体的な強化を進める。
今後10年間で、教育の質の向上やチーム学校の推進等に必要な３１，８００人の定数改善を実施。《義務標準法の改正を予定》

○追加的な財政負担を要することなく
必要な定数改善を実施。

○授業革新に向けた研修の充実 ： 1,000人（100人）

○小学校における専科指導の充実 ： 3,700人（150人）

○学制改革への対応(小中一貫教育の充実) ： 300人（30人）

チーム学校の推進 6,950人（1,010人）
○学校マネジメント機能の強化 ：2,200人（230人）
学校マネジメント体制の確立に向け、教頭・主幹教諭等の配置の充実

○養護教諭・栄養教諭等の配置充実 ：1,300人（130人）

学校司書、ＩＣＴ専門職員等の専門的な知見を有するスタッフを配置

○専門人材の配置充実 ： 450人（150人）

○学校の事務機能の強化 ：3,000人（500人）

（単位：人）

H27～H36 うちH27要求

31,800 2,760

授業革新等による教育の質の向上 15,500 580
チーム学校の推進 6,950 1,010
個別の教育課題への対応 7,000 700
学校規模の適正化への支援 2,350 470

▲ 40 ,700 ▲ 3,000

▲ 8,900 ▲ 240

定数改善（Ａ）

自然減（Ｂ）

差引き（Ａ＋Ｂ）

学校規模の適正化への支援 2,350人（470人）

○学校統合に係る支援 ：1,150人（350人）

○複式学級編制の標準の引き下げ ：1,200人（120人）

統合前１年、統合後５年間支援

小学校16人→14人・中学校8人→4人

個別の教育課題への対応 7,000人（700人）

○家庭環境や地域間格差など教育格差の解消 ：2,000人（200人）

○いじめ等の問題行動への対応 ：1,900人（190人）

○特別支援教育の充実 ：3,100人（310人）

学力保障に必要な教員の加算措置を実施

このほか、教員給与の改善を実施
・部活動手当等の改善

3,000円→3,600円（H28.1～）

※（ ）は平成２７年度概算要求分
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教員,
56%

教員以
外の専
門スタッ
フ, 44%

教員,
82%

教員以
外の専
門スタッ
フ, 18%

日本
（※）

○初等中等教育学校の教職員総数に占める教員以外の専門スタッフの割合

出典：文部科学省「学校基本調査報告書」（平成25年度）、”Digest of Education Statistics 2012”、“School Workforce in England November 2013”

※１ 日本は小・中学校に関するデータ

※２ 日本における専門スタッフとは、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、事務職員、学校栄養職員、学校図書館事務員、養護職員、学校給食調理従事員、用務員、警備員等を指す

※３ アメリカにおける専門スタッフとは、ソーシャルワーカー、医療言語聴覚士、就職支援員等を指す

※４ イギリスにおける専門スタッフとは、司書、メンター、医療及び看護職員等を指す

教員,
51%

教員以
外の専
門スタッ
フ, 49%

イギリスアメリカ

専門スタッフの割合の国際比較
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平成18年度 教員勤務実態調査の概要 ①

●年間ベースの１ヶ月あたり残業時間 ※成績処理や授業準備などの持ち帰りの業務は含んでいない。

平成１８年度調査 約４２時間(平日・休日）

昭和４１年度調査 約　８時間(平日・休日)

●調査の概要

　　　校長、教頭、教諭、栄養教諭、養護教諭、講師（常勤）

＜調査対象教員＞

　　　　※　毎月調査対象校を変更（１校の調査期間は１月間のみ）

＜調査対象校＞

　　　　※　（小学校１８０校、中学校１８０校）×６期を抽出

　全国の公立小・中学校のうち、地域・学校規模のバランスを考慮して無作為に抽出した学校

＜調査期間＞

　平成１８年７月３日 ～ 平成１８年１２月１７日

　　　　※　第１期（７月分）～第６期（１２月分）　２８日間ずつ６期に分けて実施。
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平成18年度 教員勤務実態調査の概要 ②
●教諭の勤務日・１日当たりの勤務時間（小・中学校平均）

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期

（７月分） （８月分） （９月分） （１０月分） （１１月分） （１２月分）

（夏季休業期）

6時間27分 2時間17分 7時間06分 6時間55分 6時間48分 6時間25分

2時間24分 1時間23分 1時間55分 2時間07分 2時間00分 2時間27分

1時間43分 4時間24分 1時間31分 1時間37分 1時間48分 1時間36分

0時間22分 0時間10分 0時間06分 0時間08分 0時間10分 0時間16分

10時間58分 8時間17分 10時間39分 10時間48分 10時間47分 10時間45分

2時間09分 0時間26分 1時間56分 1時間57分 1時間56分 1時間53分

0時間09分 0時間44分 0時間10分 0時間07分 0時間07分 0時間06分

●１ヶ月あたりの残業時間

43時間00分 8時間40分 38時間40分 39時間00分 38時間40分 37時間40分

① 授業、補習指導、生徒指導、学校行事、部活動・クラブ活動　等

② 授業準備、成績処理、連絡帳の確認、学年・学級通信の作成　等

③ 会議・打合せ、事務・報告書作成、研修、その他の校務　等

④ 保護者・ＰＴＡ対応、地域対応、行政・関係団体対応　等

合　　　計

休憩時間

④外部対応

（業務の内容）

①児童生徒の指導に直接的に
　 かかわる業務

１日分×２０日

うち、残業時間

②児童生徒の指導に間接的に
　 かかわる業務

③学校の運営にかかわる業務
　 及びその他の業務
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調査の概要

○調査概要・目的：
・学校の学習環境と教員の勤務環境に焦点を当てた国際調査。職能開発などの教員の環境、学校で
の指導状況、教員へのフィードバックなどについて､国際比較可能なデータを収集し、教育に関する
分析や教育政策の検討に資する。
・2008年に第1回調査、2013年に第2回調査（今回）を実施。日本は今回が初参加。

○調査対象：中学校及び中等教育学校前期課程の校長及び教員

・１か国につき200校、1校につき教員（非正規教員を含む）20名を抽出
・日本の参加状況：全国192校、各校約20名（校長192名、教員3,521名）
・国公私の内訳（参加校に所属する総教員数における割合）：国公立校 約90％、私立学校 約10％

○調査時期：平成25年2月中旬～3月中旬（日本）

○調査方法：調査対象者が質問紙調査（教員用／校長用）に回答（所要各60分）

○調査項目：
◆教員と学校の概要 ◆校長のリーダーシップ ◆職能開発 ◆教員への評価とフィードバック
◆指導実践、教員の信念、学級の環境 ◆教員の自己効力感と仕事への満足度

○参加国：OECD加盟国等34カ国・地域
アルバータ（カナダ）、オーストラリア、フランドル（ベルギー）、ブラジル、ブルガリア、チリ、クロアチア、チェコ、キプロス、
デンマーク、イングランド（イギリス）、エストニア、フィンランド、フランス、アイスランド、イスラエル、イタリア、日本、韓国、
ラトビア、マレーシア、メキシコ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、セルビア、シンガポール、
スロバキア、スペイン、スウェーデン、アブダビ（アラブ首長国連邦）、アメリカ
※下線は第2回からの新規参加国

ＯＥＣＤ 国際教員指導環境調査（TALIS） のポイント
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我が国の教員の現状と課題 – TALIS2013結果概要 – 日本

1.6

2.9

2.9

2.1

7.1

19.3

38.3

3.0 

3.9

5.5

7.7

8.7

17.7
53.980.7%

70.0%

85.8%

80.3%

26.0%

21.9%

17.6%

15.6%

31.6%

43.8%

50.6%

59.5%

62.1%

86.4%

校内研修等で教員が日頃から共に学び合い、指導改
善や意欲の向上につながっている

研修への参加意欲は高いが､業務多忙や費用､支
援不足が課題

教員は､主体的な学びを引き出すことに対しての自
信が低く、 ICT の活用等の実施割合も低い 教員の勤務時間は参加国中で断トツに長い!人員不足

感も大きい

（時間）

勤務時間の合計

授業

課外活動
(ｽﾎﾟｰﾂ/文化)

日本の教員の１週間当たりの勤務時間は最長。

授業時間は参加国平均と同程度であるが、課外活動（スポーツ・文化活
動）の指導時間が特に長く、事務業務、授業の計画・準備時間も長い。

教員や支援職員等の不足を指摘する校長も多い。

事務業務

授業計画･準備

＜１週間あたりの勤務時間＞

37.5%

47.4%

44.4%

27.5%

9.9%

32.5%

21.9%

14.1%
＜各指導実践を頻繁に行っている教員の割合＞

日本の学校には教員が学び合う校内研修､授業研究の伝統的な実践の
背景があり､組織内指導者による支援を受けている割合､校長やその他の
教員からフィードバックを受けている割合が高い。

教員間の授業見学や自己評価、生徒対象の授業アンケートなど多様な取
組の実施割合が高い。

これらの取組の効果として、指導実践の改善や仕事の満足度、意欲等の
面で好影響があると回答している教員の割合が参加国平均よりも高い。

＜主体的な学びの引き出しに自信を持つ教員の割合＞

日本の教員は公式の初任者研修に参加している割合が高く、校内研修
が盛んに行われている。

日本では、研修へのニーズが全体的に高いが､参加への障壁として業
務スケジュールと合わないことを挙げる教員が特に多く、多忙であるた
め参加が困難な状況がある。

批判的思考を促
す

勉強ができると自
信を持たせる

関心を示さない生
徒に動機付け

学習の価値を見
いだす手助け

他の教員の授
業を見学、感想
を述べる

研修で他校の
授業を見学

少なくとも一週間を要
する課題を与える

進度に応じて異なる課
題を与える

少人数ｸﾞﾙｰﾌﾟで共同
の解決策を考え出す

生徒が課題や学級の
活動にICTを用いる

19.0%

55.3%

51.4%

93.9%

＜授業見学の実施状況＞

＜研修参加への妨げ＞
業務ｽｹｼﾞｭｰﾙ

と合わない

費用が高い

雇用者からの
支援不足

同僚との共同作
業/話し合い

学校運営業務

34カ国/地域
中で最長

我が国の教員の現状と課題 – TALIS2013結果概要 – 日本

参加国平均
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１．教職員の精神疾患による病気休職者数（平成２４年度）

※教育職員の精神疾患による休職者数等の推移（平成１５年度～平成２４年度）

○教育職員（※）の精神疾患による病気休職者数（4,960人、全教育職員のうち0.54%）は減少傾向にあり、
19年度以来 ５年ぶりに5,000人を割り込むものの、依然として高水準。

○試し出勤等の復職支援に全教育委員会（67教委）（参考：20年度 48教委）が取り組み、復職後のフォローアップ
（51教委）（参考：20年度 33教委）等の対応も充実。

平成２４年度 公立学校教職員の人事行政状況調査結果（概要）

（※）公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校における校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教
諭、栄養教諭、講師、実習助手及び寄宿舎指導員 （総計921,673人（平成24年5月1日現在））
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２．教育職員の懲戒処分等（平成２４年度）

年度
懲戒処分

訓告等 総計
免職 停職 減給 戒告 合計

24年度
206 

(0.02%)
149 

(0.02%)
247

(0.03%)
366

(0.04%)
968

(0.11%)
9,859

(1.07%)
10,827
(1.17%)

23年度
180

(0.02%) 157 (0.02%) 188
(0.02%)

335
(0.04%)

860
(0.09%)

3,459
(0.38%)

4,319
(0.47%)

22年度
187

(0.02%) 163 (0.02%) 220
(0.02%)

335
(0.04%)

905
(0.10%)

3,399
(0.37%)

4,304
(0.47%)

○教育職員の懲戒処分者は968人、全教育職員のうち0.11％で過去10年間と同程度であり (23年度：860人、
0.09%)、23年度までと同様、交通事故（286人）・体罰（176人）・わいせつ行為等（167人）が主な処分事由。

（（参考）過去10年間の最多年度 19年度：12,887人、1.41% 主な事由：北海道、札幌市における争議行為（11,893人））

○訓告等を受けたのは9,859人、1.07％ (23年度：3,459人、0.38%)。
主な増加事由は、
・北海道、札幌市における職務専念義務違反等の服務違反（3,471人増加（23年度：30人→24年度：3,501人））、
・体罰（1,799人増加（23年度：278人→24年度：2,077人））。

○訓告等を含めた懲戒処分等を受けたのは10,827人、1.17％ (23年度：4,319人、0.47%)。
（（参考）過去10年間の最多年度 19年度：17,490人、1.91% 主な事由：北海道、札幌市における争議行為（13,617人））

（単位：人）
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（１）指導が不適切な教員の認定者数の状況（平成２４年度）

３．指導が不適切な教員の認定及び措置等

（２）指導に課題のある教員（※）に対する取組（平成２４年度）
（※） 「指導が不適切である」教諭等であるとの認定に至らないが、教科等の指導に当たって一定の課題がみられる教諭等

○指導が不適切な教員の人事管理に関するシステムについて全教育委員会（67教委）が整備済。

○指導が不適切な教員の認定者のうち、24年度新規認定された指導が不適切な教員は69人。

○指導が不適切な教員としての新規認定者の数は漸減傾向。

○認定された指導が不適切な教員のうち、24年度に42人が現場復帰、21人が退職又は分限免職。

○指導改善研修の認定への教員評価の活用について、H25.4.1現在67教委中17教委が実施。

○「指導に課題のある教員」に対する取組について、 67教委中42教委が実施。（23年度 33教委）
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４．優秀教職員表彰（平成２４年度）

○優秀教職員表彰について、67教委中59教委が実施。（うち、教員のみを対象：18教委、他の職種も対象：41教委）
○優秀教職員表彰に伴う給与上の優遇措置を行う教育委員会は緩やかな増加傾向。（H16 7教委→H24 16教委）
○優秀教職員の被表彰者を研修会の講師等他の教職員の資質向上への活用について、67教委中27教委が活用。
○優秀教職員表彰への教職員評価の活用について、H25.4.1現在67教委中18教委が実施。

５．教職員評価（平成２５年４月１日現在）

○教職員評価システムについて、全67教委で導入。
○人事や給与、優秀教職員表彰、指導改善研修の認定等、教職員評価を活用した人事管理が徐々に浸透してきて

いるものの、教育委員会において教職員評価制度を改善充実し、一層活用する必要がある。
○学校評価の目標に基づき各教職員評価の目標が設定されるなど、教職員評価と学校評価が連動する教委が、

67教委中36教委と半数を超えている。

7 
8 

12 12 
13 

13 
16 

0

4

8

12

16

H16 H17 H18 H19 H20 H22 H24

表彰に伴う給与上の

優遇措置を行う教育委員会
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新たな職（副校長、主幹教諭、指導教諭）の導入状況

○副校長 ：校長を助け、校長から命を受けて校務をつかさどる。

（学校教育法第37条第5項等）

【設置県市数：42都道府県市、設置人数：3,625名】

○主幹教諭：校長、副校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、

並びに児童の教育等をつかさどる。（学校教育法第37条第9等）

【設置県市数：55都道府県市、設置人数：19.089名】

○指導教諭：児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、

教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

（学校教育法第37条第10項等）

【設置県市数：22都府県市、設置人数：1,680名】

出典：平成24年度公立学校教職員の人事行政状況調査（文部科学省調べ）

調査対象：人事権を持つ67都道府県・指定都市教育委員会
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主幹教諭 主任

位置付け ○教諭と異なる職であり任命権者（都道府県・指 ○職務命令による校務分掌であり服務監督権者 市（

選考・任用 定都市教育委員会）の任命行為が必要。 町村教育委員会又は校長）が命じる（例えば、

教務主任については、教諭、指導教諭をもって

○学校を異動しても主幹教諭の身分は変わらない 充てることとされている 。。 ）

○学校を異動すると、当該学校で担当する校務の

内容を踏まえて、改めて主任を命じる。

設置 ○任意設置 ○原則必置（教務主任、学年主任等が必置）

全国で約２万人（国公私の小・中・高・中等教 全国で約２７万人（国公私の小・中・高・中等

育学校・特別支援学校の合計） 教育学校・特別支援学校の合計）

（25年度学校基本調査） （25年度学校基本調査より）

職務 ○ 主幹教諭は、校長（副校長を置く小学校にあ ○例えば、教務主任については以下のとおり規定

っては、校長及び副校長）及び教頭を助け、命を されている。

受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育を 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の

つかさどる （学校教育法第37条９項） 立案その他の教務に関する事項について連絡調整。

及び指導、助言に当たる （学校教育法施行規則。

第44条４項）

給与 ○教諭とは別の級で処遇 ○手当で処遇（級は教諭と同じ）

主幹教諭と主任の比較
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主任等の種類について

省 令 上 の 主 任 等 各 教 育 委 員 会 等 に よ り

置 か れ て い る 主 任 等 の 例

原 則 手 当 支 給 あ り 注 １ 原 則 手 当 支 給 な し（ ）

小 学 校 教 務 主 任 、 学 年 主 任 保 健 主 事 分 校 主 任 、 研 究 主 任 （ 研

修 主 任 、 寮 務 主 任 、 図）

中 学 校 教 務 主 任 、 学 年 主 任 、 保 健 主 事 、 進 路 指 導 書 主 任 、 小 学 校 の 生 徒 指

生 徒 指 導 主 事 主 事 、 導 主 事

高 等 学 校 教 務 主 任 、 学 年 主 任 、 保 健 主 事

生 徒 指 導 主 事 、 進 路 指 導

主 事 、 学 科 主 任 、 農 場 長

特 別 支 援 教 務 主 任 、 学 年 主 任 、 生 保 健 主 事 、 農 場 長 、

学 校 徒 指 導 主 事 、 高 等 部 に 置 左 記 以 外 の 進 路 指 導

か れ る 進 路 指 導 主 事 、 学 主 事 、 学 科 主 任 、 寮

科 主 任 、 寮 務 主 任 務 主 任

（ 注 １ ） ３ 学 級 未 満 の 学 校 に 置 か れ る 生 徒 指 導 主 事 、 進 路 指 導 主 事 、 学 科 主 任 、 農 場 長 及

び 寮 務 主 任 並 び に 同 学 年 の 児 童 又 は 生 徒 で 編 制 す る 学 級 の 数 が ３ 未 満 で あ る 学 年 に

置 か れ る 学 年 主 任 を 除 く 。

（ 注 ２ ） は 、 都 道 府 県 に よ っ て 手 当 支 給 の 対 象 と し て 追 加 さ れ て い る こ と が 多 い も

の 。
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学校種 人数 主任等の種類

小学校 109,607人 教務主任19,339人、学年主任70,786人、保健主事19,482人

中学校 61,694人
教務主任9,174人、学年主任24,171人、保健主事9,310人、生徒指導主事9,544人、
進路指導主事9,495人

高等学校 30,691人
教務主任3,957人、学年主任10,603人、保健主事3,760人、生徒指導主事3,930人、
進路指導主事3,883人、学科主任4,224人、農場長334人

中等教育学校 264人
教務主任31人、学年主任145人、保健主事26人、生徒指導主事32人、進路指導主
事30人

特別支援学校 9,390人
教務主任1,597人、学年主任3,809人、保健主事1,020人、生徒指導主事1,224人、進
路指導主事1,141人、学科主任314人、農場長2人、寮務主任283人

合計 211,646人

（出典）平成２５年度学校基本調査

公立学校の主任等の数

19



○教職員評価システムについて、全都道府県・指定都市の67教委で導入。

○人事や給与、優秀教職員表彰、指導改善研修の認定等、教職員評価を

活用した人事管理が徐々に浸透してきているものの、教育委員会において

教職員評価制度を改善充実し、一層活用する必要がある。

○学校評価の目標に基づき各教職員評価の目標が設定されるなど、教職員

評価と学校評価が連動している教委が、67教委中36教委と半数を超えている。

○指導改善研修の認定への教員評価の活用について、平成25年４月１日

現在67教委中17教委が実施。

○優秀教員表彰への教職員評価の活用について、平成25年４月１日現在

67教委中18教委が実施。

出典：平成24年度公立学校教職員の人事行政状況調査（文部科学省調べ）

教職員評価の現状について
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能力及び実績に基づく人事管理の徹底
（地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律）

（１）能力本位の任用制度の確立
任用（採用、昇任、降任、転任）の定義を明確化するとともに、職員の任用は、職員の人事評価

その他の能力の実証に基づき行うものとする。

（２）人事評価制度の導入
職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる人事

評価制度を導入し、これを任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とする。

（３）分限事由の明確化
分限事由の一つとして「人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない

場合」と明確化する。

○ 勤務評定との違い
・勤務評定→「評価項目が明示されない」「上司からの一方的な評価で結果を知らされない」「人事管理に十分活用されない」など

の問題点が指摘
・人事評価→能力・業績の両面から評価。評価基準の明示や自己申告、面談、評価結果の開示などの仕組みにより客観性等を確保し、

人材育成にも活用

○ 人事評価の根本基準等
・人事評価の根本基準→職員の人事評価は、公正に行われなければならない。
・人事評価の実施→任命権者は、人事評価の基準及び方法を定め、これを定期的に行う。

＜参考＞国の人事評価制度と同様の取組（能力評価及び業績評価(目標管理)）を行っている団体

（平成24年度）

都道府県：37／47団体（78.7%） 指定都市：19／20団体（95.0%）

市区町村：563／1,722団体（32.7%） ※一部の職位で行っている場合を含む。
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本作業部会に関わる答申・報告等
（１）学校が組織全体の総合力を高め、発揮していくための学校運営の在り方等について

○ 研修による管理職の意識改革やマネジメント能力の向上を図ること、学校・校長の権

限の拡大、鍋蓋型の組織を改善するための主幹教諭などの配置、学校が抱える課題に

対応した適正な教職員数の確保、各教員の学校運営への積極的な参画、学校運営の企

画・調整のための校内組織の設置による体制整備、学校マネジメントを支える事務体制

を強化するための大規模校などにおける事務職員の複数配置や事務長の設置などが考

えられる。（平成２０年９月８日 学校の組織運営の在り方を踏まえた教職調整額の見直

し等に関する検討会議「審議のまとめ」）

○ 事務職員が学校運営に一層積極的に関わるとともに、そのサポートにより、教員の

事務負担を軽減することができるよう、事務の共同実施の促進、事務職員の質の向上の

ための研修の充実などを行うとともに、教育委員会の判断により大規模な学校や事務の

共同実施組織に事務長（仮称）を置くことができるように制度の整備を行うなど、事務処

理体制の充実を図っていくことが必要である。また、アウトソーシングが可能な業務につ

いては、専門的な能力を持った民間人や退職教員等を活用して積極的にアウトソーシン

グしていくことも必要である。（平成１９年３月２９日 中央教育審議会「今後の教員給与の

在り方について（答申）」
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本作業部会に関わる答申・報告等
（２）教員と事務職員、様々な人材との役割分担や連携の在り方について

○ 教師の勤務時間や授業以外の活動時間が世界的に見て格段に長いことを踏まえ、

教師が子供と向き合う時間を確保し、教育活動に専念できるようにする観点から、学校経

営を支える管理・事務体制の充実、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー

などの多様な専門職の配置や活用が進むよう、制度面・財政面の整備を行う。（平成２６

年７月３日 教育再生実行会議「今後の学制等の在り方について」（第五次提言）」

○ 部活動の指導や、いじめや不登校などの児童生徒の対応、登下校時の安全指導、

給食指導などについて外部の人材を活用することは有効であると考える。また、併せて

円滑に外部人材の活用を進めるため、地域と学校とをつなぐコーディネーターの配置も

必要である。（平成２０年９月８日 学校の組織運営の在り方を踏まえた教職調整額の見

直し等に関する検討会議「審議のまとめ」）
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本作業部会に関わる答申・報告等
（３）教員の評価や処遇等の在り方について

○ 国及び地方公共団体は、（中略）いわゆる人材確保法の初心に立ち返り教師の処遇

を確保する。真に頑張っている教師に報いることができるよう、優れた教師に対する顕彰

を行い、人事評価の結果を処遇等に反映するとともに、諸手当等の在り方を見直し、メリ

ハリのある給与体系とするなどの改善を図る。（平成２６年７月３日 教育再生実行会議

「今後の学制等の在り方について」（第五次提言）」

○ 適切な教員評価の構築に取り組むとともに、能力や実績にかかわらず一律に支給さ

れる性格の給与について見直し、メリハリある給与体系を構築していくことが必要であ

る。教員一人一人の能力や実績を評価するに際しては、学校組織の中での役割や学校

運営への貢献度などについて評価されるよう工夫することが必要である。（平成２０年９

月８日 学校の組織運営の在り方を踏まえた教職調整額の見直し等に関する検討会議

「審議のまとめ」）
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本作業部会に関わる答申・報告等
（４）管理職や主幹教諭、指導教諭、主任等の在り方について

○ 地方公共団体と教職大学院などの大学が連携して、管理職を養成する研修も含め、

教師の研修を充実し、自ら学び続ける強い意志、リーダーシップや創造性などの資質向

上を図る。国は、優秀教師の処遇の改善等と併せ、こうした取組を積極的に支援する。

（平成２６年７月３日 教育再生実行会議「今後の学制等の在り方について」（第五次提

言）」

○ マネジメントに長けた管理職を幅広く登用するため、教職大学院、国や都道府県の教

員研修センター等の連携・協働による管理職、教育行政職員の育成システムの構築を推

進する。この場合、管理職だけでなく、管理職候補者である主幹教諭を対象とした研修を

重視する。（平成２４年８月２８日）「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な

向上方策について（中央教育審議会答申）」

○ 管理職となる候補者に研修などを行い、そのなかで資質能力を育成しながらこれを

見極めて登用を行うよう、例えば管理職候補者登録制などの仕組みについて検討する必

要があると考える。その場合、管理職候補者を前述の主幹や教務主任などとしてOJTを行

うことも考えられる。（平成１６年１２月２０日 中央教育審議会初等中等教育分科会教育

行財政部会学校の組織運営に関する作業部会「学校の組織運営の在り方について（作

業部会の審議のまとめ）」）
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本作業部会に関わる答申・報告等
（５）学校と地域等との連携の在り方について

○ 地域対応に関連する活動や放課後・週休日の活動について、放課後子どもプランの

推進などを通じて地域住民や退職教員等が積極的に参画するようにし、地域社会との連

携を通じた教育の活性化や教員の負担を軽減するサポート体制の構築を図っていくこと

が必要である。（平成１９年３月２９日中央教育審議会「今後の教員給与の在り方につい

て（答申）」

○ 多様な人材の登用に当たっては、優れた指導力を有する退職教員を含む教職経験

者や 企業等において種々の専門的な知識・技能を有する職業人 、教員志望の学生など

地域や学校の実情に応じて様々な人材に協力を得る工夫が考えられる。その際、例え

ば、学校が中心となって組織を作ったり、活動の場を積極的に提供することなどによっ

て、学校の教育活動にこれらの人材の協力を得ていくことが重要である。（平成１７年１０

月２６日中央教育審議会「新しい時代の義務教育を創造する（答申）」
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